
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 給 与 規 程 及 び 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 年 俸 制 教 員 給 与 規 程 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

国立大学法人京都大学教職員給与規程 

（平成１６年達示第８０号） 

（前 略） 
（給与の支給日及び支給方法） 

第９条 俸給の支給日は、毎月１７日とする。ただ

し、支給日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日

に当たるときは前日、休日に当たるときは翌日を

支給日とする。 
 
２～５  （略） 
 （中 略） 

（管理教職員特別勤務手当） 

第２７条 別表第９の職名欄に掲げる職にある教職

員（以下「管理監督教職員」という。）が臨時又は

緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務

時間等規程第１１条及び第１３条に規定する週休

日又は休日（以下「週休日等」という。）に勤務し

た場合は、当該教職員には、管理教職員特別勤務手

当を支給する。 

２ 
３   

 （後 略） 

 

 

 

 

国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程 

（平成２７年達示第５６号） 

（前 略） 
（支給日及び支給方法） 

第６条 職務給は、その額を１２で除して得た額を

毎月１７日に支給する。ただし、支給日が日曜日

に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前

日、休日（夏季一斉休業日を除く。）に当たると

きは翌日を支給日とする。 
 
２ 
３   
 （後 略） 

 
 
 
（給与の支給日及び支給方法） 

第９条 俸給の支給日は、毎月２１日とする。ただ

し、支給日が勤務時間等規程第１１条及び第１３

条に規定する週休日又は休日(以下「週休日等」と

いう。)に当たるときは当該週休日等に当たる日前

の最も近い週休日等でない日を支給日とする。 
２～５  （同 左） 

 
（管理教職員特別勤務手当） 

第２７条 別表第９の職名欄に掲げる職にある教職

員（以下「管理監督教職員」という。）が臨時又は

緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休

日等に勤務した場合は、当該教職員には、管理教職

員特別勤務手当を支給する。 

 
 
２ 
３   

 
   附 則（令和７年達示第７号） 
 この規程は、令和７年７月１日から施行する。 
 

 
 

 
 
（支給日及び支給方法） 

第６条 職務給は、その額を１２で除して得た額を

毎月２１日に支給する。ただし、支給日が勤務時間

等規程第１１条及び第１３条に規定する週休日又

は休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、

当該週休日等に当たる日前の最も近い週休日等で

ない日を支給日とする。 
２ 
３  
 

   附 則（令和７年達示第７号） 

 この規程は、令和７年７月１日から施行する。 

 

 

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 


